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抽選会に欠席されても、抽選結果には影響しませんが、補充募集には抽選会に欠席されても、抽選結果には影響しませんが、補充募集には
応募できなくなります。応募できなくなります。















　呉市、竹原市、三原市、尾道市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、東広島市、
廿日市市に所在する県営住宅は、次の表の事項にあてはまらない方でも単身で申し込むこ
とができます。（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に規定する過疎地域等、
政令附則第７項に規定する地域を持つ市町）

原則として、次の方は申込みすることはできません。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法
律第　 　条第　 　項に規定する被害者（同法第28条の　 　に規
定する関係にある相手からの暴力を受けた者を含む。）
でイ、ロ又はハのいずれかに該当する方
イ　同法第　 　条第　 　項第　 　号の規定による一時保護、同
法第 条の規定による婦人保護施設における保護又は
児童福祉法（昭和 年法律第 号）第 条第　 　項
の規定による母子生活支援施設における保護が終了
した日から起算して　 　年を経過していない方

ロ　配偶者暴力防止等法第 条第　 　項の規定により裁
判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその
効力を生じた日から起算して　 　年を経過していない方

ハ　婦人相談所等による配偶者からの暴力の被害者の
保護に関する証明書が発行されている方
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（各年齢については、入居可能日を基準日とする。）
単 身 者 の 資 格 提出する書類（写し）

ア　持ち家のある方（同居しようとする親族に持ち家がある方がいる場合も含む。）。
　　ただし、持ち家を売却予定、競売予定若しくは除去予定の場合、又は土砂災害特別警
戒区域指定前から区域内に持ち家がある場合は、申込みできる場合がありますので、
ご相談下さい。

イ　公営住宅（県市町村営住宅）等の使用名義人。
　　特別な事情がある場合は、各受付機関にご相談ください。

第２ ６

　単身で申込みができる方は、前ページの⑴一般世帯の資格の②を除いた各項にあてはまる方
で、戸籍上配偶者がいない方（DV 被害者を除く）です。さらに、次のいずれかの事項にあては
まることが必要です。ただし、






